
福井県行財政改革推進懇談会開催要領 

 

１ 目 的 

   新たな行政課題に対応できる効率的な組織体制の整備および持続可能な財政基盤の

確立に向け、第四次行財政改革実行プランを策定・推進するに当たり、意見、助言を

得るため、「福井県行財政改革推進懇談会」（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

２ 協議事項 

（１）県の行政組織および財政のあり方に関すること。 

（２）県の行財政運営の改善方策に関すること。 

（３）その他行財政改革の推進に関すること。 

 

３ 構 成 

懇談会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

 

４ 任 期 

委員の任期は４年とする。 

  

５ 運 営 

（１）懇談会に座長を置き、委員の互選により選出する。 

（２）座長は会議の議長として議事を整理する。 

（３）座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。 

（４）懇談会は、福井県総務部長が召集する。 

（５）福井県総務部長は、必要と認めるときは、座長と協議の上、委員以外の関係者を

出席させることができる。 

 

６ 部 会 

 （１）懇談会に、部会を置くことができる。 

 （２）部会に属すべき委員は、座長が指名する。 

（３）部会が必要と認めるときは、委員以外の者の意見を聴くことができる。 
 

７ 庶 務 

懇談会の庶務は、総務部人事企画課において行う。 
 

８ その他 

この要領に定めるもののほか、会議に必要な事項は、福井県総務部長が別に定める。 
 
 
 

 附 則 

この要領は、平成２７年９月７日から適用する。 

 

 

参考資料２ 



 

別 表  

福井県行財政改革推進懇談会委員名簿 

 

（敬称略 五十音順） 

 

窪田 春美 有限会社グループつくし 代表取締役社長 

小林 広幸 小林化工株式会社 代表取締役社長 

白﨑 弘康 株式会社ふじや食品 代表取締役社長 

鈴木 綾子 産婦人科鈴木クリニック 副院長 

寺岡 英男 国立大学法人福井大学 理事・副学長 

藤原 秀美 有限会社ホテルせくみ屋 女将 

丸屋 豊二郎 公立大学法人福井県立大学 地域経済研究所長 

安久 彰 公認会計士・税理士 

山田 照幸 山一織物株式会社 代表取締役社長 

吉田 雅世 特別養護老人ホームあさむつ苑 施設長 

 

 

 


